
SAGA２０２４⿅島市実⾏委員会 

第１回輸送交通専門委員会 
 

 

 

⽇時︓令和４年１０月３⽇（月）午前９時００分から 

場所︓新世紀センター２階 会議室２ 

 



１ 

ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会 

第１回輸送交通専門委員会 目次 

 

 

（１）報告事項 

第１号報告 ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会輸送交通専門委員会役員の選任･･P.3 

 

（２）審議事項 

 第 1 号議案 ＳＡＧＡ２０２４鹿島市開催推進総合計画（案）･･････････････････P.5 

 

 第２号議案 ＳＡＧＡ２０２４鹿島市輸送・交通・警備・消防防災基本計画（案）P.7 

                                 

 第３号議案 ＳＡＧＡ２０２４鹿島市輸送・交通業務実施要項（案）････････････P.9 

 

 第４号議案 ＳＡＧＡ２０２４鹿島市消防防災・警備業務実施要項（案）････････P.12 

 

（３）その他 

競技会場地輸送における駐車場確保について･･････････････････････････････････P.17 

 

（参考資料） 

１ ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会専門委員会規程･･････････････････････････P.21 

２ ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会組織図･･････････････････････････････････P.23 

３ ＳＡＧＡ２０２４開催に向けたスケジュールについて････････････････････････P.24 

４ 佐賀県の輸送・交通基本方針･･････････････････････････････････････････････P.25 

５ 佐賀県の警備・消防防災基本方針･･････････････････････････････････････････P.27 

６ ＳＡＧＡ２０２４における輸送・交通業務のイメージ････････････････････････P.28 

７ ＳＡＧＡ２０２４鹿島市開催競技会場･･････････････････････････････････････P.29 



２ 

（１）報告事項 
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第１号報告 

 

SAGA２０２４鹿島市実行委員会輸送交通専門委員会役員の選任 

 

●委員長 

所属団体 役職 氏 名 

祐徳自動車株式会社 取締役バス事業部長 山本 孝義 

 

 

●副委員長 

所属団体 役職 氏 名 

鹿島消防署 署長 尾﨑 政則 

 

 

●委員 

所属団体 役職 氏 名 

鹿島警察署 署長 井上 利彦 

佐賀県杵藤土木事務所 管理課長 毛利 裕人 

佐賀県杵藤農林事務所 所長 武藤 正澄 

有限会社 再耕庵タクシー 総務課長 山本 浩二 

鹿島市消防団 団長 尾﨑 喜秋 

鹿島市交通安全指導員会 会長 永石 幸太郎 
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（２）審議事項 



５ 

ＳＡＧＡ２０２４鹿島市開催推進総合計画（案） 

 

 ＳＡＧＡ２０２４の成功に向け、市民の総力を結集し、本市を訪れる方々を温かいお

もてなしの心でお迎えするとともに、スポーツの力で、人生を楽しくより豊かなものと

し、だれもが健康でスポーツを楽しめる契機となる大会を目指し、ＳＡＧＡ２０２４鹿

島市開催基本方針に基づきＳＡＧＡ２０２４鹿島市開催推進総合計画を定めるものと

する。 

 

１ 基本方針 

（１）総務企画 

 佐賀県、競技団体、関係機関及び関係団体と連携し、ＳＡＧＡ２０２４を一過性

のものとせず、市民がふるさとに愛着と誇りを持てる大会とするため、総合的な計画

の立案と施策の推進を図る。 

 

（２）財務 

 佐賀県、競技団体、関係機関及び関係団体との相互協力のもと、創意工夫を凝ら

し魅力あふれる大会を目指し、適切で効率的な財務の運営を図る。 

 

（３）広報 

 ＳＡＧＡ２０２４開催に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広

報活動を展開するとともに、歴史、文化、自然など本市の多彩な魅力を全国に向けて

発信する。 

 

（４）市民協働 

 市民一人ひとりが積極的に大会参加し、新たなつながりを生み出しながら一丸と

なって盛り上げていくことで、ＳＡＧＡ２０２４での経験をその後の市民運動による

まちづくりの推進につなげる。 

 

（５）観光・おもてなし 

 選手・監督をはじめ、本市を訪れるすべての方々を温かくお迎えするとともに、

歴史、文化、自然など本市の多彩な魅力を紹介し、「また訪れたい」と感じていただ

けるよう心のこもったおもてなしを提供する。 

 

（６）競技 

 佐賀県、競技団体、関係機関、及び関係団体と緊密に連携し、競技会の円滑な運営

を図るとともに、競技運営に必要な用具等については、可能な限り現有のものを活用
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するなど効率的に整備する。 

 

（７）式典 

 佐賀県、競技団体、関係機関及び関係団体と十分協議をし、簡素・効率化等の創意

工夫を図りつつ、本市の特色を生かした式典とする。 

 

（８）施設 

 国民体育大会開催準備要項に規定されている施設基準を尊重し、既存施設の有効

活用を図るとともに、ＳＡＧＡ２０２４の開催後の市民利用にも配慮した整備に努め

る。 

 

（９）宿泊 

 選手・監督をはじめ、大会関係者等の宿泊については、宿泊施設その他関係機関

と連携し、安全で快適な宿舎の確保を図り、受け入れ体制に万全を期する。 

 

（１０）医事・衛生 

 選手・監督をはじめ、大会に関わる全ての方々の健康を確保するとともに、大会

を快適な環境のもとで開催するため、佐賀県、競技団体、関係機関及び関係団体と連

携し、医事・衛生体制の確立を図る。 

 

（１１）輸送・交通 

 本市の交通事情を勘案し、交通事業者その他関係者と連携することで、安全かつ

効率的で確実な輸送手段の確保に努めるとともに、公共交通機関の利用を促進するな

ど、交通混雑の緩和と環境に配慮した輸送・交通体制の確立を図る。 

 

（１２）消防防災・警備 

 競技会場その他大会関係施設における災害の防止、治安の確保及び非常時にける

緊急対応に万全を期するため、消防、警察その他関係機関と連携し、消防防災・警備

体制の確立を図る。 

 

２ 年次計画 

 ＳＡＧＡ２０２４鹿島市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）は、別表のと

おりとする。 
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ＳＡＧＡ２０２４鹿島市輸送・交通・警備・消防防災基本計画（案） 

 

１ 目的 

 ＳＡＧＡ２０２４（以下、「大会」という。）の成功に向け、「ＳＡＧＡ２０２４鹿島

市開催推進総合計画」に基づき、輸送・交通・警備・消防防災に関する基本的事項を

定める。 

 

２ 内容 

（１） 輸送交通 

  大会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員、その他関係者（以下「大会参

加者」という。）及び一般観覧者の輸送・交通については、交通及び道路の状況等に

十分配慮し、安全かつ効率的な輸送を行う。 

 ア 計画輸送 

大会参加者が既存の公共交通機関の状況等から、競技会場、練習会場、宿泊施設

へ移動することが困難と認められる場合は、ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会が

バス・タクシー等を手配し、大会参加者の輸送を行う。 

 イ 一般輸送 

   大会参加者は、既存の公共交通機関を利用し、競技会場、練習会場、宿泊施設へ

移動することが可能と認められる場合は、大会参加者の負担により移動を行う。 

 ウ 交通対策 

大会参加者及び一般観覧者車両の安全かつ円滑な運行を図るとともに、目的に迅

速に到着させるため、必要に応じて交通規制、案内標識の掲出、整理誘導員の配置

等の対策を講じる。 

 エ 駐車場対策 

競技会場、練習会場及びその周辺に必要な駐車場の確保に努め、必要に応じて駐

車場整理員を配置し、駐車場が遠隔地になるときは必要な措置を講じる。 

また、大会参加者車両の駐車場の利用については、運営上必要と認められるものに

限定し、一般観覧者については、自家用車での来場の自粛を呼び掛けるなど必要な

措置を講じる。 

 オ 交通環境整備 

   交通混雑の緩和と環境への負荷の軽減のため、大会参加者及び一般観覧者に対し

公共交通機関の利用及び自家用車での来場の自粛を呼び掛けるとともに、市民に対

しても広く協力を求め、交通環境整備のための啓発に努める。 

 

（２） 警備・消防防災 

  大会における警備・消防防災対策については、関係機関・団体等との緊密な連携の
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もとに、警備・消防防災体制の確立を図り、安全・安心かつ円滑な大会運営が行われ

るよう万全を期する。 

ア 消防防災対策 

競技会場、練習会場、宿泊施設及び沿道等（以下、「競技会場等」という。）の火

災、その他の災害の予防並びに災害発生時における情報収集・伝達、避難誘導及び

救急救助等に関する諸対策を講じる。 

 イ 警備対策 

   競技会場等における雑踏事故、その他の事故及び事件の防止を重点とした適切な

警備措置を講じる。 

ウ 大規模災害・突発重大事案対策 

   競技会場等における大規模災害及び突発重大事案発生時の情報収集・伝達、避難

誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。 

 エ 関係機関等との連絡調整 

   警備・消防防災対策の円滑な推進を図るため、関係機関、団体等と緊密な連携を

保つとともに、情報連絡体制を確立する。 

 

３ その他 

 この計画に定めるもののほか、必要な事項は佐賀県が設置したＳＡＧＡ２０２４実

行委員会が定める方針・計画等に準じて実施する。 
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ＳＡＧＡ２０２４鹿島市輸送・交通業務実施要項（案） 

 

１ 目的 

 この要項は、「ＳＡＧＡ２０２４鹿島市輸送・交通・警備・消防防災基本計画」に基

づき、鹿島市で開催されるＳＡＧＡ２０２４（以下「大会」という。）における輸送・

交通業務の実施について、万全を期すため必要な事項を定める。 

 

２ 実施方針 

 ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、ＳＡＧＡ２

０２４実行委員会（以下「県実行委員会」という。）と相互に連絡調整を図るとともに、

関係機関、関係団体等の協力を得て輸送交通業務を実施する。 

 

３ 輸送交通業務の一般的事項 

（１）輸送対象者 

ア 選手・監督 

イ 競技役員、競技補助員 

ウ 競技会役員、競技会係員、競技会補助員 

エ 報道員、視察員 

オ 一般観覧者 

カ その他、実行委員会が必要と認めた者 

（２）輸送・交通業務の実施期間 

 輸送・交通業務の実施期間は原則として、公式練習日を含む各競技会の会期中と

する。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。 

（３）輸送・交通業務の範囲 

ア 輸送・交通業務の範囲は、競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎その他 SAGA

国スポ関連諸行事の会場（以下「競技会場」という。）の相互間とする。 

イ 輸送については、原則として既存の公共交通機関を利用することとし、公共交

通機関による輸送が困難な場合及び競技会の運営に著しく支障が生じる場合は、

計画輸送を行う。 

ウ 計画輸送は、原則として当該輸送・交通業務の範囲が近距離（概ね２キロメート

ル未満をいう。）の場合は行わない。ただし、地域の交通事情等が勘案し、必要と

認められる場合は、この限りではない。 

 

４ 輸送計画の策定 

実行委員会は、関係機関・団体等の協力を得て、輸送対象者、発着場所、発着時刻

を内容とする輸送計画を策定する。輸送計画の策定にあたっては、次のとおりとする。 
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ア 輸送の効率化を図るため、必要に応じて関係期間・団体等と協議のうえ、指定集

合地を設定する。 

イ 輸送経路は、参加人員、時間帯等に応じて設定する。 

ウ 計画輸送で使用する車両は、借上げバス及びタクシーとする。 

エ 必要に応じて主要な駅等に案内所を設置し、競技会場への誘導案内を行う。 

オ 広域配宿によって鹿島市以外に所在する旅館等を宿舎として利用する選手・監

督、役員等の輸送を実施する。 

カ 同一競技が２市町以上の会場地で行われる場合は、関係会場地の実行委員会と

協議のうえ、必要な輸送手段を講じる。 

キ 一般観覧者の安全、円滑かつ効率的な輸送を行うため、必要な措置を講じる。 

ク 競技会場、練習会場、集合地等にバス・タクシー等の乗降所を設置するときは、

輸送対象者の利便と安全を図るため、必要に応じて係員を配置する。 

 

５ 輸送力の確保 

（１）実行委員会は、必要な輸送力を確保するため、県実行委員会、関係機関・団体等

（以下「県等」という。）の協力を得るものとする。 

（２）実行委員会は、輸送の効率化を図るため、県等に対し、臨時バスの運行、バス路

線の変更、停留所の臨時設置等を要請するものとする。 

（３）実行委員会は、国スポ期間中の緊急事態に備えるため、予備車の確保を図る。 

 

６ 交通業務 

（１）交通規制 

実行委員会は、競技会の円滑な運営に万全を期するため、所轄警察署等の協力を得

て、必要に応じて競技会場周辺等における交通規制措置を講じるとともに輸送対象

者を安全で正確かつ迅速に目的地に誘導するために、必要に応じて、主要道路、競技

会場等及びその周辺、駐車場に案内・誘導看板等を設置する。 

（２）交通整理 

実行委員会は、輸送対象者の安全並びに競技会場等及びその周辺の混雑防止のため、

必要な箇所に係員を配置し、交通の整理誘導を実施する。 

また、交通渋滞や交通事故発生の要因となる路上駐車を防止するため、所轄警察署

の協力を得て、必要に応じて競技会場周辺等の巡回を行う。 

（３）指定駐車場の確保 

実行委員会は、輸送対象者が利用する車両台数を勘案し、関係機関・団体等の協力

を得て、競技会場等及びその周辺に必要な指定駐車場の確保を努めるとともに、指定

駐車場が遠隔地となる場合は、シャトルバスの運行など必要な措置を講じ、事故を防

止するため、指定駐車場に係員を配置し、適切な誘導を行う。 



１１ 

また、利用者を限定する必要がある指定駐車場を利用するものに対しては、事前に

駐車許可証を交付し、許可車両であることを明示することにより適切な車両誘導及

び指定駐車場の円滑な管理運営を図る。 

（４）交通安全対策 

実行委員会は、国スポ期間中の環境への負荷の軽減及び交通混雑の緩和のため、輸

送対象者に対しては、公共交通機関の利用の推進及び自家用車での来場自粛を働き

かけるとともに、市民等に対しても、渋滞の原因となる路上駐車の防止及び自家用車

利用の自粛等の啓発を行う。 

（５）道路機能の保全 

大会関係車両の通行が予想される道路の破損箇所の補修など必要な保全対策及び

輸送・交通業務の実施期間中に交通渋滞が予想される道路や競技会場等周辺の道路

工事の計画的な実施について、道路管理者へ協力を求める。 

 

７ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、輸送・交通業務の実施について必要な事項は、別

に定める。 

（２）本市で開催する競技別リハーサル大会における輸送・交通業務の実施についても、

必要に応じて、この要項を準用する。 
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ＳＡＧＡ２０２４鹿島市消防防災・警備業務実施要項（案） 

 

１ 目的 

この要項は、「ＳＡＧＡ２０２４鹿島市輸送・交通・警備・消防防災基本計画」に基

づき、鹿島市で開催されるＳＡＧＡ２０２４における消防防災・警備業務に関して必

要な事項を定める。 

 

２ 実施方針 

ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、消防防災・

警備業務の実施に当たり、関係機関及び団体等の協力を得て、消防防災・警備体制に

万全を期し、大会の円滑な運営を図るものとする。 

 

３ 実施区域 

実施区域は、競技会場、練習会場、沿道、宿舎等（以下「競技会場等」という。）並

びにその他必要とされる場所とする。 

 

４ 基本的事項 

消防防災・警備業務の基本的事項は、次のとおりとする。 

（１）消防防災業務 

消防法等関係法令のほか、鹿島市地域防災計画及び各施設の消防計画に定められ

た事項に基づき、実施区域の消防防災に取り組む。 

（２）警備業務 

実施区域の雑踏事故及びその他の事件・事故の防止に取り組む。 

 

５ 大会開催前の業務 

（１）体制 

関係機関との連携を図りながら、平常時の業務体制で行う。 

（２）業務内容 

ア 消防防災業務 

 ① 競技会場等における消防防災体制（救急・救助を含む。）の確立 

 ② 実施区域における予防査察の実施（消防用設備・避難経路等の点検及び防

火安全対策の指導） 

 ③ 消防防災に必要な教育訓練の実施 

 ④ 競技会場等における消防訓練の実施 

 ⑤ 防火防災意識の啓発 

第４号議案 
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 ⑥ その他必要な消防防災業務 

イ 警備業務 

 ① 競技会場等における警備体制の確立 

 ② 実施踏査の実施 

 ③ 施設・構造物の安全対策の推進 

 ④ 警備員等の人員確保と事前教育・訓練の実施 

 ⑤ 関係機関・団体との連絡協力体制の確立 

 ⑥ その他必要な警備業務 

 

６ 大会開催期間中の業務 

 （１）体制 

実行委員会は、実施本部に消防防災・警備業務を統括する消防警備本部を配置

し、必要に応じて競技会場等に現地消防警備本部を設置する。 

（２）業務内容 

ア 消防防災業務 

 ① 競技会場等における火災等の予防・警戒及び鎮圧 

 ② 競技会場等における救急・救助 

 ③ 競技会場等における避難経路の確保及び災害発生時の避難誘導 

 ④ 気象情報及び火災その他災害情報の収集と伝達 

イ 警備業務 

 ① 競技会場等及び必要と認める箇所での交通誘導警備 

 ② 競技会場等における選手・監督、役員、一般観覧者等の案内・誘導 

 ③ 入退場者の管理 

 ④ 競技会場等における避難経路の確保 

 ⑤ 競技会場等における雑踏事故及びその他の事件、事故の防止 

 ⑥ 競技会場等及びその周辺における犯罪の予防 

 ⑦ その他必要な警備業務 

 

７ 大規模災害・突発重大事案に係る諸対策 

大会の開催前及び開催期間中において、鹿島市に災害対策本部が設置される大規模

災害又は突発重大事案が発生した場合は、鹿島市地域防災計画等に基づき対応するも

のとする。 

 

８ 広域配宿に係る消防防災・警備業務 

広域配宿に係る消防防災・警備業務については、関係機関及び宿泊地市町と調整

し、必要に応じて実施するものとする。 
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９ 行幸啓等の消防防災・警備業務 

 行幸啓等に係る消防防災・警備業務は、関係機関と協議のうえ別に定めるものとす

る。 

 

１０ 実行委員会が行うＳＡＧＡ２０２４に係るイベント等の消防防災・警備業務 

 実行委員会が行うＳＡＧＡ２０２４に係るイベント等の消防防災・警備業務は、関

係機関と協議のうえ、別に定めるものとする。 

 

１１ その他 

 この要項に定めるもののほか、消防防災・警備業務に関して必要な事項は別に定め

る。また、大会の開催に伴い実施する「競技別リハーサル大会」については実情に応

じてこの要項を準用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１５ 

 

 

 

 

 

 

 



１６ 

 

（３）その他 



競
技

会
場

地
輸

送
に

お
け

る
駐

車
場

確
保

に
つ

い
て

 

 

〇
第

１
候

補
 

蟻
尾

山
公

園
駐

車
場

 
乗

用
車

駐
車

台
数

約
４

０
８

台

❷
 

➊
 

➍
 

❺
 

➌
 

ア
ー

チ
ェ

リ
ー

 

軟
式

野
球

 

練
習

会
場

 

ア
ー

チ
ェ

リ
ー

 

競
技

会
場

 

軟
式

野
球

 

競
技

会
場

 

①
鹿
島
市
民

球
場
西
側

駐
車
場

 

 
乗
用
車
駐

車
台
数
 

約
１
２
０

台
 

②
鹿
島
市
民

球
場
東
側

駐
車
場

 

 
乗
用
車
駐

車
台
数
 

約
６
０
台

 

③
鹿
島
市
陸

上
競
技
場

駐
車
場

 

 
乗
用
車
駐

車
台
数
 

約
１
４
８

台
 

④
公
園
北
側

駐
車
場

 

 
乗
用
車
駐

車
台
数
 

約
３
０
台

 

⑤
公
園
南
側

駐
車
場
 

 

 
乗
用
車
駐

車
台
数
 

約
５
０
台

 

１７ 



 〇
第

２
候

補
 

鹿
島

市
民

体
育

館
前

グ
ラ

ウ
ン

ド
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〇

第
３

候
補

 
祐

徳
運

動
広

場
 

 
 

 

  
乗

用
車

駐
車

台
数

 
約
２

８
０

台
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

乗
用

車
駐

車
台
数

 
約

７
３
０

台
 

 
※
競
技
会
場
ま
で
の
輸
送
が
必
要
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※
競
技
会
場
ま
で
の
輸
送
が
必
要
 

１８ 



１９ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 参考資料 



２１ 

ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会専門委員会規程 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会会則（以下「会則」という。）第

１２条第３項の規定に基づき、ＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会専門委員会（以下「専

門委員会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （専門委員会の名称等） 

第２条 専門委員会の名称並びにＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会からの付託及び委任

事項は、別表のとおりとする。 

 （役員） 

第３条 専門委員会に次の役員を置く。 

（１） 委員長 １名 

（２） 副委員長 若干名 

 （役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちからＳＡＧＡ２０２４鹿島市実行委員会

会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

 （役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は欠けたときは、あらかじ

め委員長が指名した副委員長が、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会は、委員の過半数の出席が無ければ開会し、議決することはできない。ただ

し、専門委員会に出席することができない委員は、代理人によって議決権を行使し、又は

書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席したものとみな

す。 

４ 専門委員会の議事は、出席した専門委員（あらかじめ通知された事項について、代理人

が議決権を行使した委員及び書面により議決権を行使した委員を含む。）の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見又は

説明を聞くことができる。 

（専門部会） 

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門委員会に専門部会を設置し、専門的

事項について調査研究等を行わせ、その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱したもの（以下「部会委員」という。）をもって構成す

資料１
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る。 

３ 第３条から第６条までの規程は、専門部会について準用する。この場合において、これ

らの条文中「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」

と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と、「専門委員」とあるのは「部会委員」と読み

替えるものとする。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項

は、それぞれ委員長及び部会長が別に定める。 

   附 則 

この規程は、令和４年７月１３日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

名称 付託事項 委任事項 

総務企画専門委員会 1 開催推進総合計画に関すること。 

2 広報及び市民協働に関すること。 

3 観光及びおもてなしに関すること。 

4 他の専門委員会に属さない事項に

関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

競技式典専門委員会 1 競技に関すること。 

2 式典に関すること。 

3 施設に関すること。 

4 その他競技式典に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

宿泊衛生専門委員会 1 宿泊に関すること。 

2 医事及び衛生に関すること。 

3 その他宿泊衛生に関すること 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

輸送交通専門委員会 1 輸送及び交通に関すること 

2 消防及び警備に関すること 

3 その他輸送交通に関すること 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 
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ＳＡＧＡ２０２４開催に向けたスケジュールについて 

 

 

年度 主要日程 鹿島市実行委員会 鹿島市 

令和３年度 

（2021 年） 

【３年前】 

開催：三重県 

（中止） 

 

 

 

令和４年度 

（2022 年） 

【２年前】 

開催：栃木県 

 

 

 

令和５年度 

（2023 年） 

【１年前】 

開催：鹿児島県 

 

 

 

令和６年度 

（2024 年） 

【開催年】 

 

 

 

 

会場地総合視察 

（日スポ協・文科省） 

開催決定 

教育委員会 
国民スポーツ大会・ 

全国障害者スポーツ大会推進室 

実行委員会発足（実行委員会事務局） 

中央競技団体第2次視察

総 会 
（各年１回開催予定） 

 

 

専門委員会 
（随時開催） 

庁内推進本部設置 

リハーサル大会 

実施本部設置 

組織拡大 

 

大会終了 

まで 

国スポ実施本部設置 

実行委員会解散 

国スポリハーサル大会開催 

障害者スポーツ大会 

全障スポリハーサル大会開催 

第７８回 国民スポーツ大会・第２３回 全国障害者スポーツ大会開催 

資料３



ＳＡＧＡ２０２４輸送・交通基本方針 
 

令和元年（2019 年）5 月 29 日 
第 ９ 回 常 任 委 員 会 決 定 
令和２年（2020 年）10 月 23 日 
第 ８ 回 総 会 一 部 改 正 

 
第７８回国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）及び第２３回全国障害者

スポーツ大会（以下「全障スポ」という。）に参加する選手・監督、役員、視察員、
報道員及びその他関係者（以下「参加者」という。）並びに一般観覧者の輸送につ
いては、道路及び交通の状況等を勘案しながら、安全かつ確実に行う。 
 
１ 参加者の輸送  
（１）全国輸送  
ア 全国から来県する参加者の輸送については、各派遣団体等で来県方法を決
定するものとする。  

イ 県及び会場地市町は、関係機関等の協力を得て、円滑な輸送の確保に努め
る。 

（２）開・閉会式の輸送  
ア 開・閉会式における参加者の輸送については、県が会場地市町、関係機関
等の協力を得て実施する。 

イ 原則として計画輸送とし、円滑な輸送の確保に努める。 
（３）競技会場地の輸送  
ア 国スポの競技会場地における参加者の輸送については、会場地市町が関係
機関等の協力を得て実施する。また、同一の競技を２市町以上の会場地で行う
場合は、円滑な輸送が行われるよう、関係市町が協議して実施する。 
イ 全障スポの競技会場地における参加者の輸送については、県が実施する。 

（４）指定集合地の設定  
県及び会場地市町は、国スポの開・閉会式及び競技会場地における参加者

の輸送を円滑に行うため、宿舎の分布、参加人員、道路交通事情等を考慮し、
バスその他の車両の乗降場として必要に応じて指定集合地を設ける。 

 
２ 一般観覧者の輸送  
（１）開・閉会式及び競技会場地の輸送については、県又は会場地市町が関係機
関等の協力を得て、バス・鉄道等の公共交通機関の利用による円滑な輸送に努
める。 

（２）自家用車での開・閉会式会場及び競技会場への乗り入れについては、道路
交通事情及び駐車場の設置状況等に応じ、必要な制限を行う。 

 
３ 車両等及び駐車場の確保  
（１）参加者及び一般観覧者の輸送に必要な車両等については、県及び会場地市
町が関係機関等の協力を得て、その確保に努める。  
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（２）開・閉会式会場及び競技会場地における駐車場については、県及び会場地
市町がその確保に努めるとともに、遠隔となる駐車場については、必要な措置
を講じる。  

（３）全障スポの車両の確保において、低床バスなどバリアフリーに対応した車
両の確保に十分配慮する。 

 
４ 交通渋滞及び交通安全対策  

県及び会場地市町は、ＳＡＧＡ２０２４の開催期間中における交通渋滞の緩
和と交通安全の確保を図るため、関係機関等はもとより、広く県民に協力を求
め、実情に応じて適切な対策を講じる。 

 
５ 環境に配慮した運営  

県で取り組んでいる「歩くライフスタイル」を踏まえ、県及び会場地市町は､
開･閉会式及び競技会場地における参加者及び一般観覧者の輸送については､マ
イカー自粛や公共交通機関の利用促進を呼びかけるなど、環境に配慮した運営
に努める。 
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ＳＡＧＡ２０２４警備・消防防災基本方針 
 

令和２年（2020 年）７月 21 日 
第 1 2 回 常任委員会決定 
令和２年（2020 年）10 月 23 日 
第 ８ 回 総 会 一 部 改 正 

 
 ＳＡＧＡ２０２４における警備・消防防災対策については、警察、消防防災、医療
等の関係機関及び団体等との緊密な連携のもとに、警備・消防防災体制の確立を図り、
安全かつ円滑な大会運営が行われるよう万全を期するものとする。 
 
 
１ 警備対策 
開・閉会式会場、競技会場、練習会場（以下「会場等」という。）、宿泊施設及び
沿道等における事件・事故等の防止を重点とした適切な警備措置を講じる。 
また、ＳＡＧＡ２０２４の期間中には、関係機関及び団体等の協力を得て防犯対
策を推進し、犯罪の防止に努める。 
 
 
２ 消防防災対策 
  会場等、宿泊施設及び沿道等の火災その他の災害予防及び災害発生時における情
報収集・伝達、避難誘導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。 
  また、ＳＡＧＡ２０２４の期間中の火災その他の災害予防及び発生時の被害軽減
を図るため、関係機関及び団体等の協力を得て、防火・防災意識の高揚を図る。 
 
 
３ 大規模災害・突発重大事案対策 
  会場等での大規模災害及び突発重大事案発生時における情報収集・伝達、避難誘
導、救急・救助等に関する諸対策を講じる。 
 
 
４ 関係機関及び団体等との連絡調整 
  県及び会場地市町は、関係機関及び団体等との緊密な連携を保つとともに、情報
連絡体制を確立し、警備・消防防災対策の円滑な推進を図る。 
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２８ 

ＳＡＧＡ２０２４における輸送・交通業務のイメージ 

①全国輸送（県・各会場地市町） 

・ 各都道府県から各競技会場地の指定下車駅（県が設定）までの輸送 

・ 基本的に自由集合・自由解散 

・ 指定下車駅から宿舎までの誘導・送迎は、必要に応じて会場地市町で実施 

②開・閉会式輸送（県） 

・ 大会参加者は、主に計画バスによる輸送（指定集合地から開・閉会式会場） 

・ 一般観覧者は、シャトルバスや公共交通機関による輸送 

③競技会場地輸送（各会場地市町） 

・ 大会参加者は、主に計画バスによる輸送（指定集合地から練習会場・競技会場） 

・ 一般観覧者は、シャトルバスや公共交通機関による輸送 

 

 
 

計画バス等・・・県、市町がバスやタクシーを使って計画的に輸送する。 

誘導・送迎・・・市町が移動場所や移動方法を案内する。必要に応じて送迎を行う。 
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ＳＡＧＡ２０２４鹿島市開催競技会場 

 

 

 

競技種目（正式競技） 競技日時 

アーチェリー競技 令和６年１０月５日（土）～７日（月） 

軟式野球 令和６年１０月１１日（金）、１３日（日） 

 

 

 

 

〇鹿島市陸上競技場 

・アーチェリー競技会場 

〇鹿島市陸上競技場サブグラウンド 

・アーチェリー競技練習会場 

・軟式野球競技練習会場 

〇鹿島市民球場 

・軟式野球競技会場 
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競技種目（公開競技） 競技日時 

グラウンド・ゴルフ ９月２１日（土）～２２日（日） 

 

競技会場：蟻尾山公園  

 

 

 

 

競技種目（デモンストレーション競技） 競技日時 

バッゴー 未定 

 

競技会場：鹿島市民体育館（予定） 

 

 

 

 

競技種目（デモンストレーション競技） 競技日時 

さわやかグラウンド・ゴルフ 未定 

 

競技会場：未定 



 

ＳＡＧＡ２０２４⿅島市実⾏委員会事務局 

（国⺠スポーツ⼤会・全国障害者スポーツ⼤会推進室） 

〒８４９－１３１２ 

⿅島市⼤字納富分２６４３番地１（⿅島市役所２階） 

電話︓0954-63-2125 ＦＡＸ︓0954-63-2313 

Mail:shougai09@city.saga-kashima.lg.jp 




